
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、
生活資金でお悩みの皆さまへ

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費

等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施して

おります。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付

の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資

金でお悩みの方々に向けた、償還免除の特例を設けた緊急小口資金

等の特例貸付を実施しています。

受付期限は令和４年８月末となっております。

特例貸付の具体的な内容は裏面をご覧ください。また、具体的な

内容のご確認等は下記へお願いします。

貸付手続きの流れ

申
込
み
の
方

申込み 都道府県
社会福祉協議会

送付

貸付決定・送金

●一般的なお問い合わせは相談コールセンター
0120ｰ46ｰ1999 ※ 9:00～17:00（月～金曜日）

●お申込みはお住まいの市区町村社会福祉協議会
※ 郵送でのお申込みもできます。

※ 多くの都道府県・指定都市社協のHPでは、“リンク集”や“市町村・区社協一覧（名簿）”として
市区町村社協HPを掲載しております。
右のQRコードよりご確認下さい。掲載されていない場合は、インターネット上の検索サイトを

利用して検索をお願いします。

市区町村社会福祉協議会



主に休業された方向け（緊急小口資金）

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、

休業等により収入の減少があり、緊急
かつ一時的な生計維持のための貸付を
必要とする世帯
※ 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、

休業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額

20万円以内
※ 従来の１０万円以内とする取扱を拡大

■償還期限

２年以内
※ 従来の１２月以内とする取扱を拡大。

■据置期間

１年以内
※ 従来の２月以内とする取扱を拡大。
※ 令和４年12月末以前に償還時期が到来する予

定の貸付に関しては、令和４年12月末まで延長。
※ 令和4年4月以降に新規で申請した貸付につい

ては、令和５年12月末まで延長。

■貸付利子・保証人

無利子・不要

■申込先
市区町村社会福祉協議会
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緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を
行います。

主に失業された方等向け（総合支援資金）※

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、

収入の減少や失業等により生活に困窮
し、日常生活の維持が困難となってい
る世帯
※ 従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、

失業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額
・（二人以上）月２０万円以内
・（単身） 月１５万円以内

貸付期間：３月以内

■償還期限
１０年以内

■据置期間
１年以内

※ 従来の６月以内とする取扱を拡大。
※ 償還開始の到来時期が令和４年12月末以前の場

合は令和4年12月末まで据置期間を延長。
※ 令和4年4月以降に新規で申請した初回貸付につ

いては、令和５年12月末まで延長。

■貸付利子・保証人
無利子・不要

※ 従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は
年１.５％とする取扱を緩和。

■申込先
市区町村社会福祉協議会
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生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

※総合支援資金のうち、生活支援費

赤字は従来の要件

を緩和したもの。

今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く
住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。



社 協 名 郵便番号 住　　所 電　　話 社 協 名 郵便番号 住　　所 電　　話

名 護 市 905－0014
港２－１－１
市民会館内福祉センター内

0980-53-4142 金 武 町 904－1201
字金武１８４２
町総合保健福祉センター内１階

098-968-3310

う る ま 市 904－2214
字安慶名１－８－１
市健康福祉センターうるみん内

098-973-5459 伊 江 村 905－0503
字川平３６４-１
村福祉センター内

0980-49-5104

沖 縄 市 904－0003
住吉１－１４－２９
市社会福祉センター内

098-937-3385 伊 是 名 村 905－0603 字仲田１１６３ 0980-45-2292

宜 野 湾 市 901－2205
赤道２－７－１
市社会福祉センター内

098-892-6525 伊 平 屋 村 905－0703
字我喜屋３００
村高齢者生活福祉センター内

0980-46-2477

浦 添 市 901－2103
仲間１－１０－７
市社会福祉センター内

098-877-8226 読 谷 村 904－0301
字座喜味２９７５
村総合福祉センター内

098-958-2939

那 覇 市 901－0155
金城３－５－４
市総合福祉センター内

098-857-7766 嘉 手 納 町 904－0204
字水釜４４７－１
町総合福祉センター内

098-956-1177

豊 見 城 市 901－0212
字平良４６７－４
市社会福祉センター内

098-856-2782 北 谷 町 904－0105 字吉原２６－６ 098-936-2940

南 城 市 901－1412
佐敷字新里１８７０
市役所内

098-917-5692 北 中 城 村 901－2303
字仲順４５１
村総合社会福祉センター内

098-935-4520

糸 満 市 901－0362
字真栄里８５７
市社会福祉センター内

098-994-0563 中 城 村 901－2404
字添石２３６
村老人福祉センター内

098-895-4081

宮 古 島 市
本 所

906－0106 城辺字西里添７８８－３ 0980-77-8661 西 原 町 903－0111
字与那城１３５
町社会福祉センター内

098-945-3651

宮 古 島 市
平 良 支 所

906－0015
平良字下里315
平良老人福祉センター内

0980-72-3193 八 重 瀬 町 901－0401
字東風平１３１８－１
町社会福祉会館内

098-998-4000

宮 古 島 市
城 辺 支 所

906－0106
城辺字西里添７８８－３
宮古島市社会福祉センター内

0980-72-7930 与 那 原 町 901－1302
字上与那原１６－２
町社会福祉センター内

098-945-3016

宮 古 島 市
下 地 支 所

906－0000
下地字上地４７２－３９
下地庁舎内

0980-76-2270 南 風 原 町 901－1104
字宮平６９７－１０
町総合保健福祉防災センター内

098-889-3213

宮 古 島 市
上 野 支 所

906－0202
上野字新里４２０－２
上野老人福祉センター内

0980-76-2540 久 米 島 町 901－3115 字儀間５ 098-851-8335

宮 古 島 市
伊良部支所

906－0501
伊良部字前里添１１０１
伊良部老人福祉センター内

0980-78-5973 渡 嘉 敷 村 901－3501
字渡嘉敷７４７
村高齢者生活福祉センター内

098-987-3271

石 垣 市 907－0004
字登野城１３５７－１
市健康福祉センター内

0980-84-2211 座 間 味 村 901－3402 字座間味１０９ 098-987-2084

国 頭 村 905－1411
字辺土名１７０９
村老人福祉センター内

0980-41-5231 粟 国 村 901－3702
字東１０８８
村離島振興総合センター内

098-988-2045

大 宜 味 村 905－1303 字喜如嘉３２０ 0980-44-3800 渡 名 喜 村 901－3601
字渡名喜１８６０
村多目的活動施設内

098-989-2113

東 村 905－1204
字平良８０４
村保健福祉センター内

0980-43-2544 南 大 東 村 901－3804
字南１４４－１
村高齢者生活福祉センター内

09802-2-2226

今 帰 仁 村 905－0411
字天底６２
社会福祉会館内

0980-56-4742 北 大 東 村 901－3902
字中野２０７－２
村複合型福祉施設内

09802-3-4103

本 部 町 905－0212
字大浜８８１－４
町地域福祉センター内

0980-47-6655 多 良 間 村 906－0602
字仲筋１６０
村高齢者生活福祉センター内

0980-79-2679

恩 納 村 904－0411
字恩納６３０２
村総合保健福祉センター内

098-966-1193 竹 富 町 907－0012 石垣市美崎町１６－６ 0980-84-3302

宜 野 座 村 904－1303
字惣慶１８９８
村地域福祉センター内

098-968-8979 与 那 国 町 907－1801
字与那国２５５
町保健センター内

0980-87-2471

特例貸付の相談窓口一覧
市町村社会福祉協議会


